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平成１８年（２００６年）　１２月３日（日） こうち県議会だより

� 1� ＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

2・3 面 9 月定例会
 　　本会議の質問から

  9 月定例会審議の結果

4・5 面 予算委員会の質問から

　6 面 よこはま水産問題に関する

 産業経済委員会委員長報告から

 特別委員会の動き

 常任委員会の動き

　7面 常任委員会の委員長報告の要旨

　8面 お知らせ
 12 月定例会の開催日程（予定）

　　　　　　　　　　　　　　　ほか
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潮風のキルト展（黒潮町・入野松原）

●
開
会
日（
九
月
二
十
日
）

　

■
県
立
大
学
改
革
な
ど
を
説
明
〜
提
案
説
明
〜

　

橋
本
知
事
は
、
来
年
度
の
地
方
財
政
の
仮
試
算
で
、
地
方
交
付
税
が
四

千
億
円
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
本
県
に
と
っ
て
厳
し
い
状
況
が
続
く
こ
と
か
ら
、

年
末
の
国
の
予
算
編
成
に
向
け
て
、
全
国
知
事
会
や
県
内
の
地
方
六
団
体
、

県
選
出
の
国
会
議
員
な
ど
と
連
携
し
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い
き
た
い
と

述
べ
、
続
い
て
、
県
立
大
学
改
革
、
土
佐
の
教
育
改
革
、
高
校
再
編
、
療
養

病
床
再
編
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
今
定
例
会
に
提
出
し
た
十
三
議
案

に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

■
一
議
案
を
他
の
議
案
と
分
離
し
て
採
決

　
「
高
知
県
立
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及

び
高
知
県
営
病
院
事
業
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
議

案
」
を
他
の
議
案
と
分
離
し
て
採
決
し
、
可
決
し
ま
し
た
。

■
よ
こ
は
ま
水
産
問
題
を
報
告
〜
産
業
経
済
委
員
会
〜

　
　

本
年
四
月
の
委
員
会
に
お
け
る
委
員
か
ら
の
質
問
を
契
機
に
、
約
五
カ

月
間
の
集
中
審
査
を
行
っ
て
き
た
よ
こ
は
ま
水
産
へ
の
融
資
問

題
に
つ
い
て
、
中
西
哲
産
業
経
済
委
員
長
が
審
査
結
果
の
報
告

を
行
い
ま
し
た
。

■
県
警
捜
査
費
問
題
調
査
結
果
を
報
告
〜
警
察
本
部
〜

　

本
年
二
月
定
例
会
に
お
け
る
監
査
委
員
の
県
費
捜
査
費
の
執

行
に
つ
い
て
の
監
査
結
果
報
告
を
受
け
て
実
施
し
た
内
部
調
査
結

果
に
関
し
て
、
鈴
木
基
久
警
察
本
部
長
が
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

●
本
会
議
質
問（
九
月
二
十
六
日
〜
二
十
八
日
）

■
華
フ
ェ
ス
タ
や
観
光
振
興
な
ど
に
つ
い
て
論
議

　

本
会
議
で
は
、
九
名
の
議
員
が
華
フ
ェ
ス
タ
や
観
光
振
興
な

ど
に
つ
い
て
、
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

●
決
算
特
別
委
員
会
の
設
置
等（
九
月
二
十
八
日
）

　

平
成
十
七
年
度
の
決
算
を
審
査
す
る
た
め
、
決
算
特
別
委
員

会
（
委
員
長　

依
光
�
夫
議
員
）
を
設
置
し
、
公
営
企
業
会
計
の

決
算
に
関
す
る
三
議
案
を
付
託
す
る
と
と
も
に
、
審
査
が
終
了
す

る
ま
で
議
会
の
閉
会
中
も
継
続
審
査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
議
員
か
ら
「
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
会
の

決
定
を
求
め
る
議
案
」
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
可
決
し
ま
し
た
。

●
予
算
委
員
会
質
問（
九
月
二
十
九
日
）

　

七
名
の
委
員
が
一
問
一
答
形
式
で
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

●
常
任
委
員
会
審
査（
十
月
二
日
〜
五
日
）

　

審
査
の
結
果
、
議
案
に
つ
い
て
は
十
件
（
継
続
審
査
一
件
を
含
む
）
を
原

案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
請
願
に
つ
い
て
は
、
二
件
を
引
き
続
き
継
続
審
査

と
し
、
一
件
を
取
り
下
げ
承
認
し
ま
し
た
。

●
閉
会
日（
十
月
六
日
）

　

本
会
議
で
平
成
十
八
年
度
高
知
県
一
般
会
計
補
正
予
算
議
案
に
対
す
る

減
額
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
否
決
さ
れ
、
議
案
十
件
（
継
続
審

査
一
件
を
含
む
）を
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
続
い
て
知
事
か
ら
追
加
提

出
さ
れ
た
人
事
議
案
一
件
を
同
意
、一
般
・
特
別
会
計
決
算
議
案
十
五
件
を

審
査
が
終
了
す
る
ま
で
議
会
の
閉
会
中
も
継
続
審
査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
議
案
六
件
の
う

ち
五
件
を
可
決
、
一
件
を
否
決
し
、
決
議
議
案
五
件
の
う
ち
、
二
件
を
可
決
、

三
件
を
否
決
し
ま
し
た
。

　

請
願
三
件
に
つ
い
て
は
、
二
件
を
引
き
続
き
継
続
審
査
と
し
、
一
件
を
取

り
下
げ
承
認
し
ま
し
た
。
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�
 
本
県
の
よ
う
に
財
政
力
の
弱
い

自
治
体
に
、
不
交
付
団
体
と
な
っ

た
自
治
体
に
配
分
さ
れ
て
い
た
交

付
税
を
傾
斜
配
分
さ
せ
る
た
め
、

四
国
４
県
が
共
同
行
動
な
ど
を
す

べ
き
だ
。

�
 
知
事　

議
会
か
ら
の
指
摘
も
踏

ま
え
、
全
国
知
事
会
だ
け
で
な
く
、

四
国
知
事
会
な
ど
の
場
で
も
、
各

県
と
連
携
し
た
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
る
。今
後
も
、
他
県
と
の
協
力

の
も
と
に
、国
に
対
す
る
働
き
か
け

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

�
 
産
業
経
済
委
員
会
の
多
数
意
見

は
、
県
か
ら
高
知
県
漁
業
信
用
基

金
協
会
へ
の
出
資
金
は
、
高
知
県

信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
か
ら

よ
こ
は
ま
水
産
へ
の
融
資
を
基
金

協
会
が
保
証
す
る
見
返
り
と
の
判

断
で
あ
り
、
基
金
協
会
の
保
証
限

度
額
の
拡
大
へ
の
対
応
と
の
海
洋

局
の
説
明
は
合
理
性
に
欠
け
る
と

い
う
も
の
だ
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

当
時
の
海
洋
局
長
に
対

し
て
、
融
資
と
絡
め
た
出
資
は
認

問答問答

九
月
二
十
六
日 

中西　　哲
（自由民主党）

め
ら
れ
な
い
と
明
確
に
指
示
を
し

て
い
る
。
基
金
協
会
に
対
す
る
出

資
金
は
、
基
金
協
会
の
計
画
的
な

資
本
の
増
強
に
よ
る
保
証
能
力
の

拡
大
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
。

�
 
今
回
の
華
フ
ェ
ス
タ
計
画
委
託

事
業
者
の
変
更
の
経
過
が
、知
事
、

副
知
事
に
対
し
て
、
正
確
に
報
告

さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
説
明

を
受
け
て
い
た
の
か
。ま
た
、
非
常

識
な
対
応
で
、
本
県
の
イ
メ
ー
ジ

を
大
き
く
失
墜
さ
せ
た
責
任
を
ど

う
考
え
て
い
る
か
。

�
 
副
知
事　

詳
し
い
説
明
を
受
け

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
審
査
の
結
果

が
僅
差
だ
っ
た
こ
と
、
県
内
企
業
へ

の
優
先
発
注
と
い
う
県
の
方
針
を

も
と
に
、県
内
企
業
体
へ
の
委
託
と

い
う
判
断
を
行
っ
た
。こ
の
過
程
で
、

県
外
企
業
に
期
待
感
を
抱
か
せ
た

の
で
、混
乱
を
招
い
た
お
わ
び
も
申

し
上
げ
た
。今
後
は
、
よ
り
一
層
適

切
な
事
務
処
理
を
心
が
け
る
と
と

も
に
、
華
フ
ェ
ス
タ
を
成
功
さ
せ
る

こ
と
が
私
の
責
務
と
考
え
て
い
る
。

問答

9 月定例会
本会議の質問から

質
問
者
（
質
問
順
）

九
月
二
十
六
日

　

中
西　
　

哲

　

浜
田　

英
宏

　

谷
本　

敏
明

九
月
二
十
七
日

　

高
野
光
二
郎

　

坂
本　

茂
雄

　

黒
岩　

正
好

九
月
二
十
八
日

　

三
石　

文
隆

　

西
岡　

仁
司

　

西
森　

潮
三

本
県
な
ど
へ
の
地
方
交
付
税
傾
斜
配
分

の
た
め
に
四
国
４
県
で
共
同
行
動
を
！

九
月
二
十
七
日 

� 
み
ず
か
ら
諮
問
を
し
た
高
知
県
市

町
村
合
併
推
進
審
議
会
の
答
申
を

受
け
て
か
ら
の
今
後
の
合
併
支
援
に

つ
い
て
、
県
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
、
決
意
と
具
体
的

な
対
応
を
聞
く
。

�
 
知
事　

審
議
会
の
答
申
を
受
け
て

作
成
す
る
県
の
合
併
構
想
で
は
、
将

来
の
高
知
県
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と

いっ
た
ビ
ジ
ョ
ン
も
あ
わ
せ
て
示
す
こ
と

に
な
る
。い
わ
ば
県
自
体
も
当
事
者
に

な
る
の
で
、構
想
の
実
現
に
向
け
て
、そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
将
来
に
向
け
た
議

論
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
県
み
ず
か

ら
が
積
極
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。こ
の
た
め
、
ま
ず
私
自
身
が

地
域
へ
出
向
い
て
、
県
民
と
直
接
話
を

し
て
い
き
た
い
。

� 
こ
れ
か
ら
の
観
光
振
興
策
と
し
て
、

国
際
交
流
の
視
点
を
重
視
し
、
既
存

の
受
け
入
れ
だ
け
で
は
な
く
、
戦
略

を
持
っ
た
積
極
的
な
誘
致
活
動
を
展

開
さ
せ
る
た
め
、
国
際
交
流
イ
コ
ー

ル
観
光
の
視
点
で
今
後
の
取
り
組
み

と
所
見
を
聞
く
。

�
 
観
光
担
当
理
事　

海
外
と
の
姉

妹
友
好
協
定
や
研
修
生
の
受
け
入
れ

な
ど
で
培
っ
て
き
た
交
流
実
績
は
、
こ

れ
か
ら
の
国
際
観
光
を
実
践
し
て
い
く

中
で
有
形
無
形
の
財
産
と
考
え
て
い

る
。こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
観
光
振
興
の

柱
の
一
つ
と
し
て
国
際
観
光
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
国
際
交
流
部
門
と
の

連
携
を
強
化
す
る
取
り
組
み
が
必
要

と
考
え
て
い
る
。

� 
議
会
の
た
び
に
、
出
会
い
の
場
づ
く

り
を
実
践
し
て
い
る
本
県
の
民
間
団

体
と
県
が
連
携
を
し
、
イ
ベ
ン
ト
情
報

の
発
信
や
場
所
の
提
供
な
ど
の
支
援

策
を
講
じ
る
必
要
性
を
訴
え
て
き
た

が
、来
年
度
か
ら
出
会
い
の
場
関
連
事

業
を
実
施
し
て
い
く
考
え
は
な
い
か
。

�
 
健
康
福
祉
部
長　

生
涯
未
婚
率

が
、男
性
が
全
国
で
三
位
、女
性
が
五

位
と
い
う
本
県
の
状
況
、
ま
た
、
全
国

で
も
既
に
九
県
が
補
助
金
や
委
託
料

を
出
し
て
実
施
し
て
い
る
状
況
か
ら
、

少
子
化
問
題
を
考
え
る
会
の
意
見
を

聞
き
な
が
ら
、
来
年
度
で
き
る
だ
け
取

り
組
む
方
向
で
考
え
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

問答問答問答 合
併
支
援
の
決
意
と
対
応
を
聞
く

高野光二郎
（新２１県政会）

�
 
奈
半
利
川
河
口
の
堤
防
は
、
右

岸
側
に
比
べ
左
岸
側
が
低
く
、防
災

面
か
ら
堤
防
整
備
を
再
三
要
望
し

て
き
た
が
、
な
ぜ
整
備
さ
れ
な
か
っ

た
の
か
。
ま
た
、
最
優
先
で
整
備
を

求
め
る
。

�
 
土
木
部
長　

平
成
十
年
の
高
知

豪
雨
な
ど
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

河
川
へ
の
重
点
投
資
が
必
要
に
な
っ

た
こ
と
や
、公
共
事
業
への
投
資
額
が

制
限
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
事
業
を

休
止
し
て
い
る
が
、堤
防
の
整
備
の
必

要
性
は
十
分
認
識
し
て
い
る
の
で
、今

後
の
財
政
状
況
と
県
内
の
河
川
整

備
の
優
先
順
位
な
ど
を
見
極
め
な
が

ら
、で
き
る
だ
け
早
期
に
着
手
で
き
る

よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
 
隠
れ
借
金
を
合
わ
せ
た
本
県
の

負
債
の
総
額
は
ど
れ
く
ら
い
に
な

る
の
か
。

�
 
総
務
部
長　

県
債
の
平
成
十
七

年
度
末
残
高
は
、普
通
会
計
、企
業

会
計
、
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別

会
計
を
合
わ
せ
八
千
四
百
二
十
億

円
。次
に
、
債
務
負
担
行
為
や
隠
れ

借
金
な
ど
を
合
わ
せ
た
県
の
負
債
総

額
は
お
よ
そ
八
千
九
百
九
十
一
億

円
。一
方
、現
時
点
で
負
債
と
し
て
は

と
ら
え
て
い
な
い
も
の
の
、
今
後
の
事

業
展
開
に
よ
っ
て
は
一
般
会
計
の
負

担
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
森
林
整

備
公
社
の
事
業
や
港
湾
整
備
事
業

な
ど
は
四
百
八
十
四
億
円
と
な
っ
て

い
る
。

� 
国
の
公
共
事
業
予
算
削
減
や
環

境
税
創
設
の
難
し
さ
を
考
え
れ
ば
、

森
林
環
境
税
の
意
義
や
役
割
が
際

立
ち
、
他
県
の
よ
う
に
年
額
千
円
の

理
解
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

税
額
や
使
途
の
範
囲
拡
大
に
つ
い

て
は
諮
問
委
員
会
の
議
論
を
見
極

め
る
と
し
て
も
、
森
林
環
境
税
の
継

続
は
論
を
ま
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

平
成
二
十
年
度
以
降
の

税
の
延
長
の
可
否
や
制
度
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い

る
。
十
二
月
に
は
県
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
、
ま
た
、
年
を
挟
ん
で
県
民
と
企

業
への
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、こ
う
し

た
一
連
の
取
り
組
み
を
通
し
て
県
民

の
皆
様
の
支
持
が
得
ら
れ
れ
ば
、
森

林
環
境
税
は
継
続
す
る
方
向
で
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

問答問答問答 奈
半
利
川
河
口
の
堤
防
整
備
を
！

浜田　英宏
（県政会）

� 
捜
査
協
力
者
へ
の
調
査
な
く
し

て
不
正
疑
惑
の
解
明
は
で
き
な
い

と
考
え
る
が
、見
解
を
聞
く
。

�
 
警
察
本
部
長　

自
分
の
氏
名
等

が
捜
査
員
以
外
に
知
ら
れ
る
こ
と

を
恐
れ
て
い
る
協
力
者
も
お
り
、

調
査
に
よ
り
今
後
の
協
力
を
得
ら

れ
な
い
な
ど
捜
査
に
重
大
な
支
障

を
及
ぼ
す
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

協
力
者
へ
の
確
認
は
控
え
た
が
、
証

拠
書
類
や
店
舗
の
調
査
、
捜
査
員

か
ら
の
聞
き
取
り
等
で
調
査
を
尽

く
し
た
上
で
執
行
の
適
否
を
判
断

し
た
。

� 
加
温
用
重
油
の
急
激
な
値
上
が

り
は
、
本
県
園
芸
農
業
の
根
幹
に

関
わ
る
課
題
だ
。
対
応
と
し
て
省

エ
ネ
対
策
、
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ

ラ
ー
の
早
期
実
用
化
が
あ
る
と
思

う
が
、対
応
を
聞
く
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

暖
房
機
の
燃

焼
効
率
向
上
の
た
め
の
点
検
整
備

や
四
段
サ
ー
モ
を
利
用
し
た
夜
間

の
変
温
管
理
、
内
張
カ
ー
テ
ン
の
整

備
な
ど
を
進
め
て
い
る
。
重
油
代

替
燃
料
で
は
、
県
内
の
民
間
企
業

と
共
同
で
温
湯
式
低
コ
ス
ト
木
質

チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
を
開
発
中
で
、
来

年
秋
に
は
、
物
部
川
流
域
で
、
シ
ス

テ
ム
の
実
用
化
に
向
け
た
取
り
組

み
を
行
う
。

� 
地
震
、津
波
災
害
に
対
し
、万
全

の
備
え
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、

一
定
規
模
の
基
準
設
定
に
よ
る
取

り
組
み
が
必
要
だ
。
国
の
直
轄
事

業
費
負
担
等
を
含
む
現
場
実
態
に

即
し
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
調

査
研
究
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る

が
ど
う
か
。

�
 
港
湾
空
港
局
長　

現
在
、
津
波

対
策
は
、「
逃
げ
る
」
を
第
一
に
県

民
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。
須

崎
市
で
も
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作

成
や
避
難
道
路
の
整
備
な
ど
を
進

め
て
い
る
。須
崎
港
の
津
波
対
策
は
、

津
波
防
波
堤
を
直
轄
事
業
、
海
岸

堤
防
を
県
事
業
で
進
め
て
お
り
、

漂
流
物
対
策
に
直
ち
に
直
轄
事
業

が
導
入
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

現
状
に
即
し
有
効
な
対
策
な
ど
の

調
査
・
研
究
を
進
め
、総
力
戦
で
の

減
災
対
策
を
講
じ
て
い
く
。

問答問答問答 県
警
捜
査
費
に
つ
い
て
問
う谷本　敏明

（日本共産党と緑心会）

「平成１７年度高知県一般会計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県給与等集中管理特別会計歳入
歳出決算」
「平成１７年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出
決算」
「平成１７年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳
出決算」
「平成１７年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳
出決算」
「平成１７年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳
入歳出決算」
「平成１７年度高知県中小企業近代化資金助成事業
特別会計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県流通団地及び工業団地造成事
業特別会計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県農業改良資金助成事業特別会
計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出

決算」
「平成１７年度高知県林業・木材産業改善資金助成
事業特別会計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特
別会計歳入歳出決算」
「平成１７年度高知県流域下水道事業特別会計歳入
歳出決算」
「平成１７年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳
出決算」
「平成１７年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳
入歳出決算」

●否決された修正案
「平成１８年度高知県一般会計補正予算に対する修
正案」

●否決された議案（４議案）
議員提出議案（４議案）

�意見書議案（１議案）
「介護保険について緊急に改善を求める意見書議
案」

�決議議案（３議案）
「県民の信頼回復のため、県警捜査費の全面開示と
再監査を求める決議議案」
「県警捜査費の特別監査に基づく返還を求める決議
議案」
「平成１８年度高知県一般会計補正予算中「県立大
学整備費」及び債務負担行為補正「高知女子大学
池キャンパス新棟設計委託料」に対する附帯決議議
案」

●継続審査とされた請願（２件）
「高知県における助産師養成の充実について」（２件）

●取下げ承認された請願（１件）
「三津坂トンネル改替工事早期着工について」

審 議 の 結 果
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�
 
高
知
県
の
す
べ
て
の
入
札
制
度

で
障
害
者
の
法
定
雇
用
率
の
達
成
、

男
女
平
等
参
画
の
取
り
組
み
、
公

正
労
働
基
準
の
確
立
、
南
海
地
震

対
策
へ
の
地
域
貢
献
な
ど
の
要
素

を
盛
り
込
ん
だ
総
合
評
価
・
政
策

入
札
制
度
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
。

�
 
知
事　

総
合
評
価
落
札
方
式
は
、

価
格
以
外
に
性
能
と
機
能
や
技
術

力
を
加
え
た
総
合
的
な
判
断
で
落

札
業
者
を
決
定
で
き
る
点
で
、
評

価
で
き
る
。公
共
工
事
以
外
の
入
札

の
場
合
に
、
評
価
項
目
は
何
が
よ
い

の
か
な
ど
難
し
い
課
題
が
多
く
あ
る

が
、検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

�
 
発
達
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
へ

の
校
内
支
援
体
制
は
十
分
に
は
機

能
し
て
い
な
い
。こ
の
改
善
の
た
め

に
は
、
管
理
職
の
理
解
と
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
果
た
す
役
割
が
大

き
い
が
、
特
別
支
援
教
育
の
あ
り

方
と
、
現
場
で
十
分
に
浸
透
し
切

れ
な
い
問
題
点
は
何
と
考
え
て
い

る
か
。

�
 
教
育
長　

主
な
原
因
は
、
御
指

摘
の
と
お
り
、
管
理
職
や
教
職
員
の

特
別
支
援
教
育
に
対
す
る
意
識
の

差
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
専
門
的
な

知
識
を
有
す
る
教
員
の
養
成
、
特

別
支
援
教
育
学
校
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
指
名
配
置
、巡
回
相
談
な
ど

の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
総
合
的
な

支
援
体
制
づ
く
り
を
し
て
い
く
。

�
 
南
海
地
震
対
策
と
し
て
、
家
具

の
置
き
場
、診
断
、転
倒
防
止
工
事

の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
担
い
手
養

成
が
必
要
だ
。ま
た
、高
齢
者
独
居

世
帯
や
障
害
者
世
帯
な
ど
、
対
象

世
帯
を
限
定
し
た
と
し
て
も
取
り

つ
け
支
援
制
度
を
創
設
す
る
考
え

は
な
い
か
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

関
係
団

体
に
協
力
を
求
め
、家
具
固
定
の
担

い
手
講
習
会
開
催
の
準
備
を
進
め

て
い
る
。
ま
た
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
行
う
家
具
転
倒
防
止
金
具

取
り
つ
け
費
用
を
負
担
し
て
い
る
市

町
村
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
防
災

総
合
補
助
金
で
支
援
を
し
て
い
る
。

今
後
は
、
担
い
手
の
育
成
や
高
齢
者

世
帯
な
ど
への
支
援
を
広
げ
、
家
具

転
倒
防
止
対
策
を
進
め
て
い
く
。

問答問答問答 総
合
評
価
・
政
策
入
札
制
度
の
導
入
を
�

坂本　茂雄
（県民クラブ）

�
 
高
知
県
の
子
育
て
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
策
と
し
て
、
妊
婦
の
健
康

診
査
費
用
の
助
成
や
、
第
三
子
以

降
の
子
供
が
い
る
家
庭
に
対
す
る

優
遇
策
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。積

極
的
な
答
弁
を
求
め
る
。

�
 
知
事　

経
済
的
な
面
で
の
支
援

は
国
全
体
に
か
か
わ
る
制
度
と
関
係

す
る
の
で
、
基
本
的
に
は
国
が
主
体

と
な
っ
て
進
め
て
い
く
べ
き
課
題
だ
と

考
え
て
い
る
し
、
今
後
国
の
予
算
編

成
の
過
程
で
児
童
手
当
の
乳
幼
児

加
算
や
妊
娠
中
の
健
診
費
用
の
負

担
軽
減
策
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
と

聞
い
て
い
る
。
県
と
し
て
は
、
そ
う
し

た
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
他
県
の

取
り
組
み
事
例
や
少
子
化
問
題
を

考
え
る
会
で
の
意
見
な
ど
を
参
考
に
、

来
年
度
の
予
算
編
成
の
重
要
な
課

題
と
し
て
少
子
化
対
策
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

�
 
産
業
政
策
に
投
じ
る
予
算
に
つ

い
て
は
、
事
業
効
果
の
検
証
が
必
要

だ
。事
業
の
目
的
を
雇
用
と
県
内
総

生
産
の
拡
大
に
置
き
、目
標
を
決
め

る
こ
と
に
よ
り
、
政
策
内
容
が
実
効

性
の
あ
る
も
の
に
進
化
で
き
る
。
所

見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

雇
用
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
改
善

に
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
業

で
は
、
可
能
な
限
り
具
体
的
な
数
値

目
標
を
掲
げ
た
取
り
組
み
を
し
て
い

き
た
い
。

�
 
自
殺
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
（
心
の
健
康
対

策
）の
充
実
や
自
殺
の
背
景
に
あ
る

諸
課
題
の
解
決
な
ど
、
総
合
的
な

対
策
が
望
ま
れ
る
。今
後
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

�
 
健
康
福
祉
部
長　

う
つ
の
早
期

発
見
、
治
療
が
自
殺
予
防
に
つ
な
が

る
と
言
わ
れ
て
い
る
た
め
、
本
年
度
、

う
つ
病
に
つ
い
て
、民
生
委
員
や
介
護

支
援
専
門
員
へ
の
研
修
を
実
施
す
る

こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
年
度
か

ら
三
年
間
、福
祉
保
健
所
を
中
心
と

し
て
市
町
村
と
共
同
で
自
殺
予
防
・

う
つ
病
予
防
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
。今
後
は
、
来
年

度
設
置
を
予
定
し
て
い
る
自
殺
対
策

連
絡
協
議
会
で
の
協
議
を
も
と
に
、

市
町
村
や
民
間
団
体
、県
民
の
協
力

を
得
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。

問答問答問答 子
育
て
支
援
策
を
検
討
せ
よ
！

黒岩　正好
（公明党）

�
 
戦
後
教
育
に
は
、
自
分
自
身
の
自

己
実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
家
族
を

思
い
、
感
謝
の
心
を
持
ち
、
思
い
や
る

心
を
育
て
、国
家
、社
会
の
一
員
と
し

て
国
を
愛
す
る
教
育
が
欠
け
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
持
つ
。
所

見
を
聞
く
。

�
 
教
育
委
員
長　

教
育
に
お
い
て
は
、

学
力
だ
け
で
な
く
、
人
を
思
い
や
る
豊

か
な
人
間
性
や
、
た
く
ま
し
く
生
き
る

た
め
の
健
康
な
体
な
ど
、知
・
徳
・
体
の

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
が
不
可
欠
と

痛
感
し
て
い
る
。
議
員
御
指
摘
の
、
子

供
た
ち
が
家
族
を
思
う
心
、感
謝
の
心
、

国
や
郷
土
を
思
う
心
を
は
ぐ
く
む
こ

と
は
、安
定
的
な
社
会
を
形
成
す
る
た

め
に
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

�
 
教
育
委
員
会
事
務
局
と
高
等
学

校
長
協
会
役
員
と
の
意
見
交
換
会

で
、
学
校
の
職
員
駐
車
場
有
料
化
に

つ
い
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、学
校
現

場
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
の
困
難

性
を
指
摘
す
る
意
見
が
出
さ
れ
た
と

聞
く
。
こ
の
指
摘
事
項
を
踏
ま
え
て

の
所
見
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

本
来
通
勤
の
た
め
に
使

用
し
て
い
る
教
職
員
の
私
有
車
を
公

務
に
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
実
態
が

あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
を
し
て
い
る
。

教
職
員
の
私
有
車
使
用
の
実
態
把
握

を
行
い
、
各
学
校
への
公
用
車
の
配
置

の
検
討
な
ど
、
職
員
駐
車
場
有
料
化

に
伴
う
課
題
を
整
理
し
て
、学
校
の
教

職
員
の
不
安
や
意
欲
を
失
わ
な
い
よ

う
な
形
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�
 
駅
前
複
合
施
設
構
想
は
構
想
で

あ
っ
て
、
県
立
図
書
館
に
は
、
建
物
の

狭
隘
化
、
老
朽
化
へ
の
対
応
や
耐
震

診
断
、
書
架
の
転
倒
防
止
対
策
、
図

書
館
シ
ス
テ
ム
の
更
新
、
駐
車
場
対

策
な
ど
、
早
急
に
や
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
や
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

所
見
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

狭
隘
化
、
老
朽
化
が
深

刻
で
、
早
急
に
整
備
が
必
要
だ
。耐
震

診
断
や
書
架
の
転
倒
防
止
対
策
は
、

早
期
の
実
施
に
向
け
調
整
、
検
討
す

る
。
図
書
館
シ
ス
テ
ム
は
予
算
要
求
す

る
。駐
車
場
対
策
は
、
公
道
か
ら
図
書

館
へ
の
進
入
路
の
確
保
に
つ
き
関
係
機

関
と
協
議
す
る
。

問答問答問答

�
 
自
然
環
境
保
護
の
理
念
の
も
と
、

地
す
べ
り
・
砂
防
事
業
や
、生
命
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
道
路
網
の
整

備
な
ど
、
必
要
最
小
限
の
社
会
基

盤
整
備
を
積
極
的
に
推
進
し
、
中

山
間
地
域
の
人
々
が
生
き
生
き
と

し
た
生
活
を
営
め
る
よ
う
な
政
治

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
所
見
を
聞

く
。

�
 
知
事　

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情

報
通
信
基
盤
な
ど
、
全
国
共
通
に

整
備
さ
れ
る
べ
き
社
会
基
盤
や
、生

命
、財
産
を
守
る
た
め
の
必
要
最
低

限
の
事
業
な
ど
は
、
国
の
責
任
で
着

実
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
。
今
後
も

さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
通
じ
て
、
国
に

対
し
て
公
共
事
業
の
配
分
や
必
要

な
財
源
確
保
を
強
く
求
め
て
い
く
。

�
 
国
や
他
県
が
林
政
を
縮
小
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
知
事
は
森
林
局

を
創
設
し
、
他
県
に
先
駆
け
森
林

環
境
税
を
作
っ
て
き
た
。
今
度
は
、

日
本
民
族
の
あ
る
べ
き
方
向
と
し

て
、森
林
・
林
業
の
振
興
の
た
め
に
、

山
村
に
お
け
る
定
住
化
促
進
対
策

を
講
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

本
年
度
か
ら
は
木
材
生

産
か
ら
加
工
・
販
売
に
至
る
ま
で
の

一
貫
し
た
供
給
体
制
の
構
築
を
目

指
す
新
生
産
シ
ス
テ
ム
の
取
り
組
み

が
始
ま
っ
た
。
本
県
で
は
二
つ
の
地

域
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
を
林

業
、
木
材
産
業
を
再
生
さ
せ
る
好

機
と
と
ら
え
、
支
援
体
制
を
強
化

し
て
い
く
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を

通
じ
て
地
域
に
雇
用
と
活
気
を
生

み
出
す
こ
と
で
、
定
住
の
促
進
に
も

つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

�
 
昨
年
の
異
常
渇
水
時
の
吉
野
川

の
腐
っ
た
水
の
放
流
の
現
状
を
承

知
し
て
い
る
の
か
。ま
た
、
こ
の
流

域
で
生
活
し
て
い
る
県
民
の
た
め

に
、
不
特
定
用
水
の
弾
力
的
放
流

を
、関
係
機
関
、特
に
徳
島
県
に
対

し
て
強
く
働
き
か
け
る
べ
き
だ
。

�
 
知
事　

放
流
の
件
は
承
知
し
て

い
る
。
こ
の
問
題
は
、
吉
野
川
水
系

水
利
用
連
絡
協
議
会
で
議
論
さ
れ

る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
協
議
会

へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
県
と
し
て

も
地
域
の
現
状
に
関
心
を
持
っ
て

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

問答問答問答 社
会
基
盤
整
備
の
積
極
的
な
推
進
を
！

西岡　仁司
（自由民主党）

�
 
あ
っ
た
か
高
知
観
光
条
例
に
基

づ
く
県
の
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定

し
て
一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
県
の
観
光
振
興
に
向
け
た

取
り
組
み
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
の
か
。ま
た
、
県
下
七
地
域
で

地
域
別
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
が
策
定
さ

れ
て
い
る
が
、
各
地
域
の
取
り
組

み
や
体
験
観
光
へ
の
対
応
状
況
を

聞
く
。

�
 
観
光
担
当
理
事　

観
光
客
の
旅

行
ニ
ー
ズ
の
変
化
へ
の
対
応
や
、地
域

へ
の
経
済
効
果
を
発
揮
で
き
る
体

験
型
観
光
の
推
進
を
中
心
と
し
て
、

積
極
的
に
進
め
て
い
る
。
各
地
域
で

の
取
り
組
み
は
、自
然
・
田
舎
体
験

ツ
ア
ー
を
開
催
す
る
な
ど
、
着
実
に

前
進
し
て
い
る
。
今
後
と
も
市
町
村

等
と
の
連
携
を
強
化
し
な
が
ら
、
体

験
型
メ
ニュ
ー
の
開
発
や
新
た
な
組

織
づ
く
り
な
ど
に
努
め
る
。

�
 
国
内
、
国
外
を
問
わ
ず
観
光
誘

致
行
政
は
広
域
的
な
観
点
の
取
り

組
み
が
大
事
だ
。四
国
は
、香
川
県

を
事
務
局
と
し
た
推
進
協
議
会
を

設
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
が
、そ
の

組
織
を
強
化
し
て
、
積
極
的
に
活

動
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
思
う
が
、ど
う
か
。

�
 
観
光
担
当
理
事　

御
指
摘
の
と

お
り
、
四
国
へ
の
国
内
外
の
観
光
客

の
誘
致
に
つ
い
て
は
、
四
県
の
連
携

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
推
進
協

議
会
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、今

後
と
も
構
成
メ
ン
バ
ー
が
一
丸
と

な
っ
て
積
極
的
な
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
く
。

�
 
県
内
三
十
五
市
町
村
が
そ
れ
ぞ

れ
花
の
テ
ー
マ
を
決
め
、
休
耕
田

等
に
四
季
折
々
の
花
を
咲
か
せ
れ

ば
、
観
光
や
産
業
の
振
興
に
つ
な

が
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、

こ
の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
く

考
え
は
な
い
か
。

�
 
観
光
担
当
理
事　

御
指
摘
の
よ

う
に
、
観
光
や
産
業
の
振
興
に
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
る
。そ
の
た
め
、
華

フ
ェス
タ
事
業
に
お
い
て
、
県
下
の
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
で
の
花
の
植
栽
を

計
画
し
て
お
り
、
花
の
テ
ー
マ
展
開

や
休
耕
田
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
今

後
の
具
体
策
を
検
討
す
る
中
で
明

確
に
し
て
い
き
た
い
。

問答問答問答 観
光
振
興
に
つ
い
て
問
う西森　潮三

（自由民主党）

九
月
二
十
八
日 

戦
後
教
育
に
つ
い
て
所
見
を
聞
く

三石　文隆
（自由民主党）

●可決された議案（２０議案）※同意を含む
知事提出議案（１２議案）
�予算議案（１議案）
「平成１８年度高知県一般会計補正予算」
�条例議案（７議案）
「高知県税条例の一部を改正する条例議案」
「保健師、助産師、看護師等養成奨学金貸付け条例
の一部を改正する条例議案」
「高知県介護保険財政安定化基金条例の一部を改
正する条例議案」
「高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関す
る条例及び高知県営病院事業料金徴収条例の一
部を改正する条例議案」
「高知県国民健康保険調整交付金条例の一部を改
正する条例議案」
「高知県立県民文化ホールの設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例議案」
「高知県立都市公園条例の一部を改正する等の条

例議案」
�その他議案（３議案）
「国道３２１号道路改築（以布利トンネル）工事請負契
約の締結に関する議案」
「国道３８１号道路改築（境ヶ谷トンネル）工事請負契
約の一部を変更する契約の締結に関する議案」
「県道の路線の認定に関する議案」
�同意議案（１議案）
「高知県公害審査会の委員の任命についての同意
議案」

議員提出議案（８議案）
�その他議案（１議案）
「議員を派遣することについて議会の決定を求める
議案」

�意見書議案（５議案）
「政府資金の繰り上げ償還に係る補償金の廃止に関
する意見書議案」
「ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書

議案」
「ウイルス性肝炎対策の推進に関する意見書議案」
「森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の
健全化を求める意見書議案」
「私学助成制度の堅持及び充実強化に関する意見
書議案」

�決議議案（２議案）
「障害者自立支援制度に関する負担軽減策を求める
決議議案」
「高知県漁業信用基金協会への出資金に対する決
議議案」

●継続審査とされた議案（１８議案）
知事提出議案（１８議案）
�決算議案（１８議案）
「平成１７年度高知県電気事業会計決算」
「平成１７年度高知県工業用水道事業会計決算」
「平成１７年度高知県病院事業会計決算」

9 月 定 例 会



平成１８年（２００６年）　１２月３日（日）こうち県議会だより

� 4�

吉良　富彦
（日本共産党と緑心会）

�  高知短大のほぼ全入の状況を廃止の理由の一
つとしているが、定員割れで大学倒産時代に突入し
つつある中、ほぼ全入の状況を確保し、県民の学習
権を守っていることを否定的にとらえ、廃止するのか。

�  知事　否定的にはとらえていない。行けば入れ、
学びやすいということは今回の大学改革でも引き継ぐ。
ただ、働きながら学ぶ人が５０％割れという現状からみ
れば、短大では物足りないという人もいるのではないか
と感じる。

�  短大生の有職率が５０％を下回り、社会人の高
等教育の場の役割は低下しているというが、有効求
人倍率の低下などが反映している。新たな役割を
果たし始めている短大を育て、伸ばすべきだ。

�  知事　働きながら学ぶ、生涯学習で学ぶという短
大の果たしている役割は否定しないし、改革後の大学
で保障する。短期大学士という修了証書は渡せなくな
るが、生涯教育、有職学生により高い高等教育を保障
することが、今回の大学改革の目標だ。

�  現在、試行されている中学校の３０人学級を後
退させることなく、現場の要望に合った形で存続を
強く求める。

�  教育長　現在、研究をしている３校については、
明確な目に見える成果が上がっているというわけでは
ない。ただ、もうしばらく様子を見て研究は続けたいとい
う気持ちは強く持っている。

問

答

問

答

問

答

高知短大の廃止
に反対する

佐竹　紀夫
（県政会）

�  新生産システムの構築は、本県の林業再生の
大きな手段であり、中山間地域の浮揚、ひいては県
産業の底上げの起爆剤ともなる。組織的にも財政
的にも思い切った支援と取り組みを行うべきだ。

�  知事　素材生産の増大に向けて、技術的な支援
を行う専任チームを１０月から立ち上げることにしており、
この成果を見て、来年度から、さらにその部分の組織体
制を強化していきたい。財政的な支援では、加工の施
設に対して国の事業の導入はもちろん、県としても思い
切った支援を考えていきたい。

�  エコサイクルセンターは、平成１９年度前半期
には、必ず工事に着工できるかどうか認識を聞く。

�  知事　平成１９年度前半期、できるだけ早く工事
に着手できるように取り組んでいきたい。

�  中山間地域の農業振興のため､有望品目の導入
定着を図るとともに､モデル地域の形成に取り組め。

�  農林水産部長　現在、アスパラガスなど１０品目
を選定した。こうした品目を地域が導入しようとする取り
組みに対しては、生産から販売に至る支援をしていく。
モデル地域の形成については、農業振興センター単位
で有望品目の導入に意欲を持つ生産者に対して、重
点的に支援を行い、成功事例を積み重ね、その輪を
徐 に々拡大し集落全体での取り組みとしていきたい。こ
うしたモデル地域を核に、他地域にその成果を広げる
ことによって新たな品目の産地化や中山間地域の農
業振興につなげていく。

問

答

問

答

問

答

木材新生産システ
ムの構築を急げ！

武石　利彦
（自由民主党）

�  知事は、公共事業発注について、金額面での確
保には厳しさが予測されるが、地域経済や雇用など
も総合的に検討しながら、できる限りの対応をしてい
きたいと答弁した。それは、具体的にどういう対応を
するつもりなのか。

�  知事　まず事業を確保するため、国との協議をす
る。また、県庁の中でも何が今必要で急がれている事業
かきちんと見極めていきたい。また、せっかく県内で投資
をするわけだから、地域の経済効果として生きていくよう
な工夫もぜひしていきたい。

�  本年度から試行している簡易型総合評価落札
方式の工事実績の項目についてだが、これだけ工事
発注が減少する中で、過去２年間で一定規模の同種
工事の実績を問うのは、厳しすぎるのではないか。

�  土木部長　過去２年間ということではなしに、さらに
延長すべきではないかとの意見や入札参加者のアン
ケート調査も含め、試行結果を検証して、必要ならば現
行基準を見直していきたい。

�  ダンピング入札を防止するために、最低制限価
格は事後公表とすべきであると考えるが、どうか。

�  土木部長　最近は、最低制限価格でのくじ引きに
よる落札決定が多くなっている。このため、昨年度から変
動制の最低制限価格での試行を行っている。併せて、
この９月からは、最低制限価格の事後公表という試みも
行っている。これらの結果をみて、今後は事後公表も視
野に入れて検討したい。

問

答

問

答

問

答

公共事業削減への
雇用対策と土木入
札制度を問う

式地　寛肇
（新２１県政会）

�  毎年のように浸水被害が発生している吉野川
の県管理区間の整備計画を、地元要望も反映し、早
急に作成して実施できる体制を構築すべきだ。

�  土木部長　吉野川の県管理区間内には、現在
のところ具体的な改修の計画はない。県としては、まず、
地元の要望などを聞きながら、整備が必要な箇所の検
討を行い、条件が整えば県管理区間の整備計画を国
とは別途に作成したいと考えている。

�  過疎地域の乗り合いタクシーについては、一人
乗車が多くなると財政の負担にもなってくる。制度
を育て広めていく上でも、問題点を調査して、定着、
普及するまで支援・指導をしていくべきだ。

�  企画振興部長　一人で利用せざるを得なかった
実態を利用者、事業者双方の立場から十分調査し、そ
の結果を踏まえて解決の方策を探っていくことが必要
だ。町と連携しながら取り組みを行っていく。

�  農村女性の起業は、地元農産物の加工・販売が
主流で、原材料の生産から商品の消費まで地元で
行われるケースが多く、地域経済の活性化をさせ、
地産地消の向上にもつながり、多面的な効果も期
待でき、男女共同参画、地域づくりにも大きく貢献
できる。県の支援が重要だ。所見を聞く。

�  農林水産部長　さまざまな分野で女性の感性や
技術を生かした起業が広がりつつあることから、農村女
性の起業に対して、各地域の実情に応じた支援を関
係機関と一体になって取り組んでいく。

問

答

問

答

問

答

吉野川水系河川
整備計画の早急
な作成を求める

田村　輝雄
（県民クラブ）

�  障害者自立支援法が施行されて半年になるが、
今、一番大事なことは利用者の負担軽減だ。

�  健康福祉部長　どういう形で支援することが一
番障害者の自立､地域での生活の支援になるかとい
うことを来年度当初予算の中で検討していきたい ｡

�  障害者自立支援法の障害程度区分は、介護保
険をベースとしており、また、自治体間で認定のば
らつきもあり、問題だ。地方で実態に合ったものに
見直すべきだ。

�  健康福祉部長　障害程度区分についていろい
ろな問題が指摘されているが、障害者自立支援法の
大きな考え方の中に、全国統一基準で障害者に必要
なサービスを行うということがある。県独自になると、障
害認定が県によって違い、制度の根幹に関わる。それ
をできるだけ合わすことを国にも要望しながら、適正
な障害程度区分にしていく。

�  神経難病に関して、医療機関等に頼み、自主研
修によって神経難病患者に対応できる専門職員を
養成し、福祉保健所ブロックごとに配置することに
ついての協力を得た。そこで、研修修了者が神経難
病医療に従事することができることを、神経難病
医療ネットワークが保証することができないか。

�  健康福祉部長　神経難病医療ネットワークの先
生方とも協議しながら、研修後の活動やその専門員と
の連絡のとり方などをこれから具体的に検討していき
たい。

問

答

問

答

問

答

障害者自立支援
法の制度見直し
を！

西森　雅和
（公明党）

�  高知県の医師不足と医師の偏在対策として、
自治体病院や地域の病院に地域医療のネットワー
クを構築し、地域の勤務医師のサポート体制となる
地域医療支援機構といったものをつくってはどうか。

�  知事　大変効果的な提案だ。先日、高知大学に
対し、大学病院と県立病院と高知医療センターが連携
して後期の臨床研修のシステムをつくっていくことを呼
びかけた。これは、西森委員と同じ考え方だ。

�  フレックスタイムやパートタイム勤務、また、結
婚や育児により医療の現場を離れたとしても、日々
進歩する医療現場に再び戻れるための研修制度の
整備など女性医師の就労環境の整備が必要だ。

�  知事　県内全ての医療機関とそこで働く女性医
師、また高知大学医学部の女子学生にアンケートをし
て、柔軟な勤務条件がつくられているか、またどのような
環境が整えば仕事と両立できるかを調査したい。この
調査結果も踏まえて、女性医師の職場環境づくりに取
り組んでいきたい。

�  自動車税だけでも、納税者サービス向上のた
めに、早急にコンビニ納付ができるようにすべきだ。

�  総務部長　県民サービスの向上という視点から
は、コンビニ収納を導入すべきだと思うし、その場合は
自動車税が適切な税目と考えている。導入時の経費、
その後の取扱手数料が大幅に増加するので、現在は、
初期の導入の経費をいかに低く抑えるかがポイントと考
え、その見極めをすべく検討中だ。

問

答

問

答

問

答

地域医療支援機
構の設立を！

9 月 定例会　予算委員会の質問から
平成18年9月29日

武石　利彦
佐竹　紀夫
吉良　富彦
式地　寛肇
田村　輝雄
西森　雅和
元木　益樹
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平成１８年（２００６年）　１２月３日（日）

元木　益樹
（自由民主党）

�  高知駅南口は、広場、県有地、ＪＲ所有地を合わ
せても広くはなく、交通結節点としての高知駅の機
能を高め、公共交通の利便性を向上させるには、絶
対面積は不足している。そこで、複合施設は駅の玄
関機能の阻害要因になると考えるが、所見を聞く。

�  知事  駅前の拠点街区は ､４地権者でも協議を
進め、県有地についても公共の空間を設けていくなど、
十分いろんなことに配慮をした景観デザインだ。

�  県都高知市における県と市の公共施設は、近
い将来、多くが建てかえや改修を余儀なくされる状
態だ。県都の将来を見据え、魅力ある都市づくりを
目指して、県・市が一体となって公共施設の再配置
のためのグランドデザインを策定すべきだ。

�  知事　高知市の中心市街地活性化基本計画の
中で、高知駅周辺は、広域交通の結節点として、その
利便性を活用したまちづくりが期待されており、複合施
設構想なども、こうした市、県が一緒になったグランドデ
ザインの延長線上にある。

�  駅前の複合施設構想や駅前周辺の再開発は、
都市の機能、景観、特性など高知のアイデンティ
ティを創造する哲学の必要な事業だ。時期や選択
を誤れば、高知県の将来に大きな禍根を残すことは
必定だ。県と市は、万難を乗り越えて、協力一致して、
県・市民のために英知と実行力を駆使して、善政を
行うことを要請する。

問

答

問

答

問

駅前再開発と県
都の公共施設再
配置について問う

　県の予算とその関連事項について総合的
に審査を行うため、９月定例会において予
算委員会が設置されました。
　９月２９日に開かれた委員会では、７名の
委員が１問１答形式で質問を行いました。

予算委員会委員（２０名）
委　員　長　　結城　健輔　（自由民主党）
副委員長　　中内　桂郎　（県　政　会）
委　　員　　武石　利彦　（自由民主党）
　　〃　　　　中西　　哲　（　　〃　　）
　　〃　　　　森田　英二　（　　〃　　）
　　〃　　　　山本　広明　（　　〃　　）
　　〃　　　　東川　正弘　（　　〃　　）
　　〃　　　　元木　益樹　（　　〃　　）
　　〃　　　　西岡寅八郎　（　　〃　　）
　　〃　　　　上田　周五　（県　政　会）
　　〃　　　　佐竹　紀夫　（　　〃　　）
　　〃　　　　式地　寛肇　（新２１県政会）
　　〃　　　　二神　正三　（　　〃　　）
　　〃　　　　植田壮一郎　（　　〃　　）
　　〃　　　　西森　雅和　（公　明　党）
　　〃　　　　田村　輝雄　（県民クラブ）
　　〃　　　　江渕　征香　（　　〃　　）
　　〃　　　　吉良　富彦　（日本共産党
　　　　　　　　　　　　　　と緑心会）
　　〃　　　　米田　　稔　（　　〃　　）
　　〃　　　　塚地　佐智　（　　〃　　）

（平成 １８ 年９月 ２９ 日現在）

　高知県議会は平成１１年１０月１日にホームページを開設し、県議会に関する様々な情報
をお知らせしています。

　○ 「県議会とは」のページでは、議会の役割、議会のしくみ等をイラストをまじえてわ
かりやすく説明しています。

　○ 「県議会議員の紹介」のページでは、選挙区別・所属会派別・委員会別に議員を紹介
しています。

　○ 「インフォーメーション」のページでは、開催された定例会の日程・議決結果・可決
された意見書のほか、定例会・委員会の次期開催日程等を掲載しています。

　○ 「記録の部屋」のページでは、会議録検索システムを利用して、本会議や委員会の会
議録を検索、閲覧できます。
　ご覧いただける会議録は、下記のとおり
となっています。
　本　会　議……平成７年２月定例会
　　　　　　　　　　　　　（第２３２回）から
　予算委員会……平成８年２月開催分から
　各常任委員会…平成１０年７月開催分から
　特別委員会……平成８年２月開催分から

　今後も随時更新していきますので、ご利
用ください。

県議会ホームページ　http://www.pref.kochi.jp/ ̃gikai/

請願（陳情）書 
年　月　日　 

高知県議会議長 
　　○○　○○　様 

　請願（陳情）者　住所 
　　　　　　　　　氏名　　　印 

　紹介議員　　　　氏名　　　印 

　　○○○○○○○○○について 

　請願（陳情）の趣旨及び理由 

　請願（陳情）の項目 

��������	


　請願・陳情は、県民のみなさんの要望や意見を県政
に反映させるための大切な制度です。
　議員の紹介によって提出されたものを請願、紹介が
ないものを陳情と区別しています。
　請願（陳情）を行う場合は、右の様式に基づいて請
願（陳情）書を作成し、県議会議長あてに１部提出し
てください。
　受理した請願書は、所管の委員会及び本会議で審議
され、採択されれば知事等に請願を送付し、措置状況
の結果を求めます。
　また、陳情は、受理した場合、主旨をまとめたもの
を本会議場で全議員に配付します。
　なお、請願の場合は、審査の結果を提出者へお伝え
しています。

■請願（陳情）書例

��������	
��
本会議
　開会は、原則午前１０時で、開会予定時刻の３０分前から議事堂正面玄関で受付を行います。
　定員は１５１名で、定員を超えると入場できない場合があります。
委員会
　開会予定時刻の３０分前から議事堂正面玄関で受付を行います。
定員は、常任委員会・特別委員会が６名、予算委員会が１５１名（特別な場合を除く）で、希
望者が定員を超えた場合は抽選となります。

　本会議、常任委員会、特別委員会、予算委員会は、特別の場合を除き、誰でも傍聴できます。

　開催日程などの詳細は、議会だよりやホームページ
でお知らせしていますが、変更になる場合があります
ので、事前に議会事務局（TEL　０８８ － ８２３－ ９５３４･９５３６）
までお問い合わせください。

高知県議会ホームページ ！高知県議会ホームページ ！
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　８月１７日　出先機関等の調査事項等の取りまとめ
　９月　５日～７日　宮城県、北海道において、所管事項の調査を行う。
　主な調査事項
　�障害児教育将来構想について（宮城県議会）
　�危機管理当直制について（宮城県議会）
　�小中一貫教育について（登米市立豊里小・中学校）
　�地上デジタル放送を活用した災害情報システムについて
（札幌市議会）

　�子供の理科離れへの対応について（札幌市青少年科学館）
１０月　２日～　５日（９月定例会中）
　「平成１８年度高知県一般会計補正予算」など３件の議案を審
査し、すべて原案どおり可決。意見書案１件、決議案２件を審査。

�����

　８月１１日　旧佐賀町大型水産加工共同作業施設について
　８月１７日　出先機関等の調査事項等の取りまとめについて
　８月２１日～２３日　　北海道において、所管事項の調査を行う。
　　主な調査事項
　�夕張メロンの生産管理体制について（JA夕張市）
　�業務概要調査について（高知県観光コンベンション協会北
海道事務所）

　�観光振興について
　　　　海洋深層水の活用について（北海道羅臼町議会、羅臼漁港）
　�中標津町移住計画について
　　　　農業後継者対策協議会について（北海道中標津町議会）
　８月２８日　旧佐賀町大型水産加工共同作業施設について
　９月　６日　高知県工業会会員企業訪問調査
　９月１４日　旧佐賀町大型水産加工共同作業施設について
１０月２・３・５日（９月定例会中）
　「平成１８年度高知県一般会計補正予算」を審査し、原案どお
り可決。意見書案２件、決議案１件を審査。

������� 札幌市青少年科学館を視察する委員

　産業経済委員会では、本年４月の
本庁業務概要調査で、委員から、高知
県漁業信用基金協会（以下、基金協
会）への出資金は、よこはま水産株式会
社への融資に保証をつける見返りでは
ないかとの質問を契機に、閉会中も継
続してこの問題について審査をしてき
た。
　今回の問題は、委員から、平成１２年
以降、毎年９００万円が基金協会へ出

資金として出資されているが、この出資金については平成１１年で終わるはずであったにもか
かわらず、どうしてそれが平成１８年まで続けられることになったのかを疑問に思い、独自に調
査したところ、高知県信用漁業協同組合連合会（以下、信漁連）が、平成１１年５月１０日に
同社に対して行った５,０００万円の融資を基金協会が保証する見返りとして、出資金を支出し
続けているのではないかとの質問に端を発したものである。
　約半年間にわたる委員会審査の概要は次のとおりである。
①よこはま水産を支援する目的で、基金協会への直貸しや出資金での対応を検討しており、
平成１２年度予算編成段階では、海洋局は、基金協会への出資金は保証の見返りとして予
算要求したが、財政当局からそうした考え方は否定されていること。
②基金協会の保証限度額の拡大への対応のための出資金であるとしているが、過去の保
証状況を見ると、最も近い事例でも平成４年に保証された事例であり、この事例でさえ当時の
保証限度額を上回るものではないこと。
③よこはま水産の経営状況は、平成９年２月に商工労働部が実施した経営診断で既に債
務超過の状態にあり、平成１０年度以降、単年度黒字を達成する条件として提示された３つ
の条件のうち、人件費総額だけがかろうじて目標をクリアしているだけで、売上高、仕入れ費
比率は目標に遠く及ばない水準であること。
④よこはま水産への保証の付与を審査した平成１１年５月７日の基金協会の理事会につい
て、当時の海洋局次長（以下、元次長）は、基金協会から送られてきた理事会の記録には当
初、保証の見返りに基金協会への出資を確約した旨の記載があったが、これはまずいという
ことで書き換えてもらったと発言しており、このことは海洋局も同席した当時の水産振興課課
長補佐がそういう記憶があると言っていることを確認していること。
　これらを受けての委員の受け止め方はおおむね次の２つに大別される。
　多くの委員の見解は、基金協会が５,０００万円の融資を保証するに当たって、担保価値の
ない物件をもとに行っており、違法性が高く、不正なものと言わざるを得ない。融資が実行され
る経過や、予算要求の経緯からは、執行部が説明している基金協会の財務基盤の強化や保
証限度額の拡大への対応というのは、後から考えられた表向きの理由でしかない。基金協会
の保証を得るために基金協会へ出資することを約束した後で、もっともらしい理由をつけたと
しても、そのことによって正当化されるものではないというものである。
　一方、その他の一部の委員の見解は、今回問題となっている基金協会への出資金が、保証
の見返りであると発言しているのは、元次長ただ一人であり、その元次長の発言には一貫性が
なく信憑性に欠けることなどから、基金協会への出資金は、海洋局の説明のとおり、基金協会の
財務基盤の強化及び保証限度額の拡大に対応するものであると判断したというものである。
　このように、委員により受け止め方は全く異なっているが、多くの委員がこの出資金は正当
な根拠を持つものではないと考えており、委員から、この疑念が払拭されない限り、当該出資
金の平成１８年度予算の執行を見合わせることなどを委員会として意見を付してはどうかと
の提案があったが、少数の委員の反対により全会一致には至らなかった。

南海地震対策調査特別委員会
４月１７日
執行部から聴取
�南海地震に備える基本的な方向と当面の取り組み
�平成１８年度の南海地震に備える事業の概要（危機管理担当理事所管
事項）
�高知県南海地震条例の取り組みについて

５月１８日
執行部から聴取
�平成１８年度の南海地震に備える事業の概要（企画振興部、健康福祉
部、森林局、海洋局、土木部、港湾空港局、教育委員会、警察本部）

８月２日～４日　県外調査
和歌山県庁及び三重県庁
�東南海・南海地震対策（津波避難対策、孤立化対策、防災体制、広域
防災拠点施設、地震対策推進条例等）について聴取
和歌山県広川町
�広村堤防、津波防災教育センター及び湯浅広港津波防波堤を視察
三重県志摩市
�津波避難タワー及び緊急避難所を視察
三重県大紀町
�防災タワーを視察

１０月１２日　参考人招致（社団法人高知県建設業協会建築部会）
�地震対策工法の概要について

１１月２日　県内調査
�津波避難路等を視察（四万十町興津及び中土佐町上ノ加江）
�中土佐町長との意見交換
�国道５６号、落橋防止対策を視察（中土佐町久礼）

三重県大紀町の防災タワーを視察する委員

中土佐町上ノ加江の津波避難路を視察する委員

JA夕張市で説明を受ける委員

　８月１７日　出先機関等の調査事項の取りまとめについて
　９月　５日　政府関係機関等への要望（正・副委員長）
　９月　７日　少子化対策について
　９月１５日　県立病院の医師不足への対応に関する陳情
１０月２日・３日・５日（９月定例会中）
　　「平成１８年度高知県一般会計補正予算」など５件を審査し、
　　　すべて原案どおり可決。請願１件を審査。意見書案４件、決議案１件を審査。
１０月１８日～２０日　長野県、福井県において、所管事項の調査を行う。
　　主な調査事項
　�地域医療への取り組みについて（JA長野厚生連　佐久総合病院）
　�福祉ひろば事業について（松本市議会）
　�少子化対策について
　　　　重度（精神）障害者医療無料化制度について（福井県議会）
１１月２０日　エコサイクルセンターについて

�������

　８月１７日　出先機関等の調査事項の取りまとめについて
　９月　５日～７日　青森県、岩手県において、所管事項の調査を行う。
　　主な調査事項
　�青森県観光物産館「アスパム」の概要について（（社）青森
　　　　県産業振興協会）
　�青森市民図書館の概要について（青森市民図書館）
　�団塊世代移住促進への取り組みについて（青森県議会、岩手県議会）
　�盛岡駅西口複合施設「アイーナ」の概要について（岩手県議会）
　�盛岡駅西口複合インテリジェントビル「マリオス」の概要について（盛岡市議会）
　�三陸鉄道㈱の概要と経営状況について（三陸鉄道㈱）
１０月　２日～５日（９月定例会中）
　　「平成１８年度高知県一般会計補正予算」など４件を審査し、すべて原案どおり可決。請願１件を審査。
意見書案１件、決議案２件を審査。

�������

JA 長野厚生連佐久総合病院を視察する委員

盛岡駅西口複合施設を視察する委員

よこはま水産問題に関する産業経済委員会委員長報告（要旨）

委員会審査のようす

特別委員会の動き

常任委員会の動き　8 月～ 11 月
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　付託を受けた議案及び６月定例会で継続審査となっていた「高知県立都市公園条例の
一部を改正する等の条例議案」については、全会一致をもって可決した。
■高知県立都市公園条例の一部を改正する等の条例議案について
　執行部から、６月定例会での議論を踏まえ、重要文化財としての保存、管理の考え方や指定
管理者制度導入によるコスト削減の試算などの点につき、見直しも含め検討したとの説明が
あった。
　委員から、貴重な文化財であり、重要な観光資源の一つでもあるので、その観光資源を守ると
いう観点から不安が残る。別の委員から、１０年、２０年経過していくと、高知城を管理運営するノ
ウハウが県にはなくなり、指定管理者が適切な業務を行っているかどうかのチェックができるのか
という懸念がある、また、どのような業者を想定しているのか等の質疑があり、執行部から、応募
要件には、文化財・建造物に対する専門的な見識があることという項目を考えており、管理の面
で不備がないよう配慮している、指定管理者の指導、建造物の管理についてしっかりとした体制
づくり、人材育成に努めたい、業務が多岐にわたるため、建築士の団体、ビルの管理業者、造園
業者、観光業者などがジョイントを組んで応募してくることを想定している等の答弁があった。
■県警予算執行調査結果について
　委員から、去る９月２９日に高松高裁において捜査費文書開示訴訟の判決が出されたが、上
告するのか。事実認定の当否は上告理由には当たらず、上告しても不正経理の疑惑があったとい
う判決は変わらないと解釈すべきだが、どのように考えるのか。不正経理の疑惑が存在したことを認
めるのか等の質問があり、執行部から、上告については検討している。最高裁において事実認定の
当否を争うことは困難であり、上告理由には当たらないのではないかと考えている。また、不正経理の
疑惑についてはこの裁判の中で争うことは困難になったとの認識であるとの答弁があった。
　委員から、高裁の判決は、捜査上の秘密を守ることよりも公金の使途を明らかにすることの方
が優先するという内容となっているが、どのように受けとめるかとの質問があり、執行部から、今回
の判決は捜査上支障があるということを認めた上で、情報公開条例の目的である県民の理解と
信頼を深めるために開示することが不可欠というものであり、非常に重く、困難な課題を突きつけ
られた内容となっており、捜査にどのような支障を及ぼすかなど慎重に検討した上で判断していき
たいとの答弁があった。
　委員から、関係書類の全面開示により、守秘義務を持つ監査委員に再監査を求めるしか方
法はないと考えるがどうかとの質問があり、執行部から、県警の内部調査の結果が県民の方々
に、十分に正しく理解されていないのではないかと考えているので、折に触れ、丁寧に説明し、理
解を得られるよう努力していきたい。また、現在行っている警察本部、高知署以外の捜査費に関
する調査についてもしっかりと厳正な調査を行い、県民の方 に々対する信頼回復を図りたいとの
答弁があった。
　委員から、捜査協力者への聞き取り調査を行うこと、再監査を受けることを強く要望するとの
意見があった。
　他に、今後慎重に協議し、県民の方 に々しっかりとした姿勢を示してほしい、県民への説明責
任をしっかりと果たすべきであるとの意見や、今回の判決は捜査費問題における試金石と言え、
重く受けとめてほしい。その上で、県民の方 に々対する説明責任をしっかりと果たすべきであるとの
指摘があった。

　付託を受けた議案は、全会一致をもって可決した。また、継続審査となっていた請願
「高知県における助産師養成の充実について」は、全会一致をもって引き続き継続審査
とした。
■保健師、助産師、看護師等養成奨学金貸付け条例の一部を改正する条例議案について
　委員から、看護師の不足状況と対策について質疑があった。
　執行部からは、診療報酬の改定で、従前より多くの看護師が必要となった急性期医療の病
院では、特に看護師の募集がふえている。この部分での看護師の確保が非常に重要である
ので、ここ２年間の奨学金で重点的に対応してきた。
　今回の改正では、看護師の確保がなお一層困難となる郡部について、２、３年後を目途に
看護師が確保できるよう制度設計をしたとの答弁があった。
■高知県における助産師養成の充実に関する請願について
　委員から、幡多看護専門学校で助産師の養成はできないかとの質疑があった。
　執行部からは、助産師の養成で障害となるのが実習だが、正常分娩の介助を十例確保す
るのは現状では難しいとの答弁があった。
　また、別の委員から、現在、産科医のいる中央医療圏以外の４医療機関については、現状
の体制を死守するのかとの質疑があった。
　執行部からは、各医療圏ごとに分娩ができる医療機関を最低でも１カ所は死守しないとい
けない。産科医が一人だけのところは緊急時に対応が難しいので、数がふえれば計画的に配
置できるように、大学とも話をしていきたいとの答弁があった。
■新しい文化ホールの提案について
　委員から、国庫補助もなく、財政問題も伴うのに、なぜ２,０００席なのか。１,５００席だから利用
者が多いという側面もある。現施設を大規模改修して、２０年、３０年使うという選択肢も残して、
それにかかる費用を示し、県民に判断してもらうべきではないかとの質問があった。
　執行部からは、２,０００席は、県内外の主催者や利用者団体から採算ラインや利用の状況を
聞きながら、総合的に検討したものだ。今回、緊急で最小限の改修を行ったが、施設の老朽化
が著しく、今後どの程度の改修費用をかければ２０年もつのかについては、精査が必要。今後、
そうしたものを具体的に示して、議論が深められるように努力していくとの答弁があった。
　また、別の委員から、提案の発想が、先行している他県の後追いのような感じがする。まだど
こもやっていない手法を取り入れないと、他県との競争には勝てないとの意見があった。
■県立病院の医師不足の現状と対策について
　委員から、医師の待遇について予算的な対処が余りにも遅すぎる。早急に改善するべきだ
との意見があった。その中で、手当の改定は１２月議会で提出するのかとの質問があった。
　執行部からは、年内をめどに手当を増額したいとの答弁があった。
　また、別の委員から、特に安芸病院では、３診療科で医師が不在であり、地元住民に不安が
広がっている。医療センターへの救急車の出動増加に伴って、地元の救急体制に多くの支障
も出ている。今以上に医師確保に向けて、全力を尽くして努力をしてほしいとの強い要請が
あった。

総務委員会 文化厚生委員会

　付託を受けた議案は、全会一致をもって可決した。
■企業誘致活動推進事業費について
　委員から、補助率については、他県の主流が２０％という状況で、高知県が１５％では企業誘
致を進めるのも困難ではないかとの質疑があり、執行部からは、企業から２０％の助成を求める声
もあり、厳しい財政状況ではあるが財政当局とも協議していきたいとの答弁があった。
　また、委員から、非常に先端的な企業が設備投資をし、県も補助していくこの機会をとらえて、
関連産業の集積を図り、本県の産業構造を転換する契機になるよう積極的に取り組んでもらい
たいとの意見があり、執行部からは、県内企業の精密加工技術の高度化につながるよう取り組
んでいきたいとの答弁があった。
■旧佐賀町大型水産加工共同作業施設に関する京都保証人問題について
　委員から、保証人になってもらうことを要請する念書で保証人に迷惑をかけないと明記してい
るが、今回信用保証協会から債務の弁済を求めて提訴されている状態はまさに保証人に対して
迷惑をかけているのではないかとの質問があり、執行部からは、よこはま水産への支援や指導を
通じ迷惑をかけることのないよう県として取り組んでいくということであり、この念書をもって、保証
人が負うべき債務の弁済を肩代わりするといった法的な賠償責任を負うものではないと考えてい
るとの答弁があった。
　また、別の委員から、既に債務超過で破産状態ともいえる企業に対し経営診断で再建が可
能であるかのような経営計画を策定して保証人になることを要請しているとの話も聞いており、県
は行政責任を明確にすべきであるとの意見があった。
■華フェスタ基本計画策定業務委託に係る業者選定について
　今回の業者選定は、全国に招請公告を行い、プロポーザル方式により実施したものであるが、
審査委員会で最高得点を獲得した県外企業ではなく、２位の県内企業と契約しており、契約手
続き上問題があるのではないかとの観点から審査が行われた。
　委託業者の選定手続きについて、委員から、委託業者の選定を行うのが審査委員会ではな
いのかとの質問があり、執行部からは、審査結果を参考に最終的には執行部で総合的に判断す
ることになるとの答弁があった。
　これに対し委員から、総合的に判断するのが審査委員会で、審査が終わってから総合的に判
断するということがあるのかとの質問があり、執行部からは、審査した結果、点差も僅差であり、ほ
ぼ同等の業務を行えると判断し、県内優先発注という副知事通達が出されていることも踏まえ、
２位の企業と契約することとしたとの答弁があった。
　また、副知事に委員会への出席を求め審査する中で、委員から、知事、副知事に正確な情報
が伝えられていない中で判断したことが一番の問題であり、今回の契約手続きは不適切なもの
であると言わざるを得ない。今後、副知事はどう対処するのかとの質問があり、副知事からは、華
フェスタをきちんと進めていくことが自分の責任であり、この県外企業に対しては自分から出向き
きちんとお詫びしたいとの答弁があった。
　最後に、委員から、今回の契約手続きでは県の信用を大きく失墜させた。こうした事態を招い
た原因は正確な情報が伝えられていないことにある。今後庁議でも十分協議し、県政の信頼回
復に努められたいとの強い指摘があった。

産業経済委員会
　付託を受けた議案は、全会一致をもって可決した。また、継続審査となっていた請願「高
知県における助産師養成の充実について」は、全会一致をもって引き続き継続審査とした。
■県立大学整備費について
　執行部から、看護学部棟の改修工事経費や池キャンパスでの新棟建設に係る設計委託経
費を計上した補正予算とともに、「高知県立大学改革基本計画」についての説明があった。
　これに対し、委員から、法務総合学部についての明確な議論がないまま、基本計画の承認を
前提に走ってしまうのはどうか。法務総合学部については議会の中でも懸念や不安の意見が多
い。進学者や就職先のシュミレーションはどうなのか。キャンパス統合の財源手当はどのように考
えているのか。法務総合学部の問題が決着しない限り、短大は廃止しないのかなど、数多くの質
疑があった。
　執行部から、財源については、永国寺キャンパスの売却でなく、既存財源の中で最優先で手
当てするなどの答弁があったが、県と大学との考え方に大きな隔たりがあるため、女子大学学長
の出席を求め、執行部同席のもとに、大学改革の考え方を聞くこととなった。その結果、基本計
画については、男女共学化と法務総合学部をはじめとする県と大学との間の相違点について、
両者の真摯な話し合いの結果を待った上で、別途、判断することとした。
　また、設計関係の予算の削除を求める修正案と、予算執行の見合わせを求める附帯決議案
がそれぞれ出されたが、いずれも賛成少数で否決された。
■高知駅前複合施設構想について
　執行部から、４月以降、高知県立大学、文化ホール、図書館それぞれの施設の熟度を高める
取り組みを進めてきた。今後、議会での意見なども整理して、構想の全体像を改めて明らかにし、
１０月下旬に予定している県民世論調査や地区別の説明会などを通じて、県民の御意見もお聞
きする。１２月議会では、こうした御意見を報告した上で、議論いただき、今後の方向性を判断して
いただきたいとの説明があった。
　委員から、３施設が必要とする駐車場を確保することができるのか、無料になるのかという質
疑があり、執行部から、高知市の条例により、駐車場は約１００台分、駐輪場は約６００台分必要
となる。場所としては、敷地内或いは地下で考えていかなければならない。無料ということは、今の
ところ考えていないとの答弁があった。
■はりまや町一宮線の施行方針について
　執行部から、追手筋弥生町線以南の整
備については、広く県民の意向を聞き、今
後の方向性を検討するとの説明があった。
委員から、階段護岸など歴史的資産のよ
り良い保存方法について質疑があり、執
行部から、十分に県民の意見を聞きながら、
高知市とも協議して検討を進めるとの答
弁があった。

企画建設委員会

はりまや町一宮線（木屋橋付近）
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平成１８年（２００６年）　１２月３日（日）

１２月　６日（水）開　会　（中継）
　　１１日（月）質疑並びに一般質問（中継）
　　１２日（火）　 〃　　　　　　　　（中継）
　　１３日（水）　 〃　　　　　　　　（中継）
　　１４日（木）常任委員会
　　１５日（金）　 〃
　　１８日（月）　 〃
　　１９日（火）閉　会　（中継）

　平成１７年度の決算審査を行うため、９月定例会にお
いて決算特別委員会が設置されました。
　１０月２日に開かれた初めての委員会では、正副委員
長を互選し、公営企業会計、一般会計、特別会計の決
算審査をのべ１３日間行うことなどを決定しました。

決算特別委員会委員（１１名）
委　員　長　　依光　�夫　（自由民主党）
副　委　員　長　　田村　輝雄　（県民クラブ）
委　　　員　　西岡　仁司　（自由民主党）
　　〃　　　　樋口　秀洋　（　　〃　　）
　　〃　　　　元木　益樹　（　　〃　　）
　　〃　　　　森　　祥一　（県　政　会）
　　〃　　　　浜田　英宏　（　　〃　　）
　　〃　　　　二神　正三　（新２１県政会）
　　〃　　　　池脇　純一　（公　明　党）
　　〃　　　　牧　　義信　（日本共産党
　　　　　　　　　　　　　　　と緑心会）
　　〃　　　　田頭文吾郎　（　　〃　　）
　　　　　　　　　　　 　（平成１８年１０月２日現在）

決算特別委員会を設置 全国都道府県議会議長会自治功労者表彰
総 務 大 臣 感 謝 状 受 賞

宿毛市、 
大月町、 
三原村　 
（定数2） 

四万十市 
（定数2） 

　　　　高岡郡（定数4） 
【四万十町・津野町・中土佐町・ 
　佐川町・越知町・梼原町・日高村】 

吾川郡（定数2） 
【いの町・仁淀川町・春野町】 

土佐市 
（定数2） 

南国市 
（定数2） 

黒潮町 
（定数1） 

須崎市 
（定数1） 

高知市 
（定数15） 

香南市 
（定数2） 土佐清水市 

（定数1） 

長岡郡、土佐郡（定数1） 
【本山町・大豊町・土佐町・大川村】 

室戸市、東洋町 
（定数1） 

安芸市、芸西村 
（定数1） 

香美市 
（定数1） 

奈半利町、 
田野町、 
安田町、 
北川村、 
馬路村 
（定数1） 

（平成19年4月に予定されている県議会議員選挙から） 

高知県議会議員選挙の選挙区・定数が変わります

お 知 ら せ  

　次の８名の議員は、この度開催された全国都道府県議会議長会第１２８回定例総会にお
いて、永年勤続の自治功労者表彰を受けられました。
　また、西岡寅八郎議員は、長年にわたり地方自治の発展に顕著な功労があったと認め
られ、１０月１９日に都道府県議会議員総務大臣感謝状を受けられました。

西岡　寅八郎
（３５ 年以上）

依光　�夫
（２０ 年以上）

元木　益樹
（２０ 年以上）

東川　正弘
（２０ 年以上）

溝渕　健夫
（２０ 年以上）

森　　雅宣
（１５ 年以上）

植田　壮一郎
（１５ 年以上）

塚地　佐智
（１５ 年以上）

�本会議と予算委員会の審議の様子を開始直前から終了まで、休憩中を除きその
まま中継します。
�インターネット及びケーブルテレビでご覧になれます。

◇◇インターネット◇◇
◯本会議と予算委員会の生中継（ライブ中継）及び直近２年間分の録画中継
（VOD－ビデオ・オン・デマンド）を配信しています。（平成１６年９月定例会から）
◯録画中継は生中継終了後３日程度でご覧になれます。
◯中継を多数の方が同時にご覧になられた場合等に映像がうまく表示されない場
合がありますのでご了承ください。

　高知県議会ホームページの「議会中継」からご覧いただけます。
ホームページアドレス：http：//www．pref．kochi．jp/̃gikai/

　　＊中継をご覧になるためには、WindowsMediaPlayer（Ver９以上）が必要です。

◇◇ケーブルテレビ◇◇
◯本会議と予算委員会の生中継（ライブ中継）を下記のケーブルテレビ局で放送
しています。

　　　ケーブルテレビ局
　　　　�高知ケーブルテレビ　　（１９チャンネル）
　　　　�西南地域ネットワーク　（１チャンネル）
　　　　�よさこいケーブルネット（９チャンネル）
　　　　�香南ケーブルテレビ　　（３チャンネル）
　　　　＊なお、詳細については、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

※この議会中継は、高知県議会の公式記録ではありません。

＊予定ですので、変更になる場合があります。
傍聴の際には、議会事務局議事課
（TEL ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程をご確認
ください。

��������
����
　公職選挙法の規定により、選挙区
内の方々への年賀状は控えさせてい
ただきます。
　県民の皆様には、良いお年を迎え
られますようお祈りいたします。

　今後とも「県民の皆様とともに歩
む県議会」を目指し、県民の福祉の
向上と県勢発展のため全力を尽くし
てまいります。

高知県議会議員一同


